
藤
原
道
長
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
す
る
摂
関
政
治
の
進
展
を
、
逸
話
の
積
み

重
ね
に
よ
っ
て
描
き
出
し
て
い
く
『
大
鏡
』
列
伝
で
は
、
同
族
間
で
政
権
を

争
っ
た
人
物
た
ち
の
多
く
が
、
不
適
格
者
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
倫
吋
、
冬

嗣
ｌ
長
良
１
基
経
Ｉ
出
心
平
ｌ
師
輔
Ｉ
兼
家
Ｉ
道
長
と
続
く
主
流
の
系
譜
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
壷
こ
れ
ら
主
流
人
物
に
ま
つ
わ
る
逸
話
に
は
、
怪
異
体

験
を
通
じ
て
当
人
の
資
質
や
運
の
強
さ
が
強
調
さ
れ
、
ひ
い
て
は
そ
の
繁
栄

の
必
然
が
立
証
さ
れ
る
と
い
う
共
通
の
パ
タ
ー
ン
の
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
融
渉
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
兼
家
一
人
が
特
異
な
存
在
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
主
流
の
人
物
た
ち
が
、
抜
群
の
資
質
と
長
者
の
風
を

備
え
た
人
間
的
魅
力
の
持
ち
主
と
し
て
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
兼
家
の
場
合

に
は
、
皇
威
も
陣
ら
ぬ
傍
若
無
人
な
態
度
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
僧
上
ゆ
え
に

「
久
し
う
は
保
た
せ
た
ま
は
い
」
と
い
う
厳
し
い
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。

兼
家
と
い
え
ば
、
一
条
・
三
条
両
天
皇
の
外
祖
父
と
し
て
九
条
流
の
政
権
を

は
じ
め
に

『
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
め
ぐ
っ
て

不
動
の
も
の
と
し
、
道
長
の
栄
華
の
基
盤
を
作
り
上
げ
た
人
物
で
あ
る
。
そ

の
兼
家
に
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。

『
大
鏡
』
の
主
流
人
物
た
ち
の
中
で
、
兼
家
一
人
が
否
定
的
な
評
価
を
受

け
、
疎
外
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
稲
垣
智
花
氏
が
論
じ
ら

れ
て
い
駈
廿
、
稲
垣
氏
の
論
の
中
心
は
、
藤
氏
物
語
に
お
け
る
歴
代
の
造
寺

と
そ
の
縁
起
諌
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
兼
家
伝
の
逸
話
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
『
大
鏡
』
の
兼
家
忌
避
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

兼
家
伝
の
逸
話
の
検
討
に
入
る
前
に
、
兼
家
の
生
涯
と
、
『
大
鏡
』
の
成

立
期
と
見
な
し
う
る
後
期
摂
関
時
代
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
貴
族
社
会
に

お
け
る
兼
家
に
対
す
る
評
価
・
認
識
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
『
大
鏡
』
の
兼
家
像
の
性
質
が
、
一
層
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

－

高
橋
照
美

一

○



〈
藤
原
兼
家
略
年
識
一

『
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
め
ぐ
っ
て

上
の
年
譜
は
、
兼
家
の
官
歴
を
中
心
に
ま
と
め

た
も
の
だ
が
、
彼
の
生
涯
を
語
る
時
、
避
け
ら
れ

（
６
）

な
い
話
題
が
三
つ
あ
る
。
第
一
が
、
村
上
天
皇
死

後
の
守
平
親
王
立
太
子
か
ら
安
和
の
変
に
至
る
一

連
の
源
高
明
排
斥
事
件
へ
の
関
与
、
第
二
が
実
兄

兼
通
と
の
熾
烈
な
政
権
争
い
、
第
三
が
花
山
天
皇

の
出
家
退
位
事
件
で
、
そ
れ
ぞ
れ
『
大
鏡
』
で
も

詳
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
守
平
親
王
Ⅱ
円
融

天
皇
擁
立
に
功
績
が
あ
り
、
外
戚
関
係
の
構
築
に

も
早
く
か
ら
優
位
に
立
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
長
い
雌
伏
の
時
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
兼
家

は
、
寛
和
二
年
〈
九
八
六
〉
花
山
天
皇
を
出
家
退

位
に
追
い
込
む
と
い
う
強
硬
手
段
に
よ
っ
て
政
権

を
掌
握
。
現
役
の
摂
政
に
し
て
、
天
皇
・
皇
太
子
の

外
祖
父
と
い
う
そ
れ
ま
で
に
例
を
見
な
い
強
固
な

基
盤
の
上
に
、
絶
大
な
権
力
を
振
る
う
に
至
っ
た
。

兼
家
の
執
政
時
代
は
、
摂
関
政
治
史
の
大
き
な

転
機
と
さ
れ
駒
↑
摂
関
と
天
皇
の
関
係
は
、
そ
れ

ま
で
以
上
に
密
着
し
た
も
の
と
な
っ
て
、
そ
の
権

威
は
増
大
し
、
一
般
貴
族
と
は
隔
絶
し
た
権
門
と

し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
・
い
わ
ゆ
る
摂
関
家
は
、

兼
家
に
始
ま
る
と
考
え
て
よ
い
。

後
期
摂
関
時
代
か
ら
院
政
期
の
貴
族
社
会
、
特

一
一

延
長
七

天
暦
二

康
保
四

安
和
二

天
禄
元三

貞
元
二

天
元
元

永
観
二

寛
和
二

正永

暦鮓

ﾌEフU

年
号

990989986984978977972970969967948929

師
輔
三
男
と
し
て
誕
生
。
母
武
蔵
守
藤
原
経
邦
女

盛
子
。

一
月
七
日
叙
爵

六
月
十
日
蔵
人
頭
。

九
月
一
日
春
宮
権
亮
。
十
月
七
日
左
中
将
。

二
月
七
日
中
納
言
（
不
経
参
議
）
。
兼
春
宮
大
夫
。

左
中
将
蔵
人
頭
如
元
。

四
月
十
一
日
去
蔵
人
頭
。

八
月
十
三
日
止
大
夫
。

四
月
十
二
日
兼
春
宮
大
夫
。

八
月
五
日
兼
右
大
将
止
大
夫
。

正
月
二
十
日
権
大
納
言
。

閏
二
月
二
十
九
日
転
正
。

十
月
十
一
日
停
右
大
将
遷
治
部
卿
。

十
月
二
日
右
大
臣
。

六
月
二
十
四
日
摂
政
・
氏
長
者
。

七
月
二
十
日
辞
右
大
臣
。
同
二
十
一
日
従
一
位
。

八
月
二
十
五
日
准
三
宮
。

十
二
月
二
十
日
太
政
大
臣
。

五
月
五
日
辞
摂
政
太
政
大
臣
。
関
白
。
八
日
返
関

白
、
出
家
。

七
月
二
日
莞
。
六
十
二
歳
。

兼
家
経
歴

同
母
兄
妹
に
伊
尹
・
兼
通
・
安
子

（
村
上
中
宮
。
冷
泉
円
融
母
）

五
月
二
十
五
日
冷
泉
天
皇
践
詐

九
月
一
日
守
平
親
王
立
太
子

三
月
二
十
六
日
安
和
の
変

八
月
十
三
日
円
融
天
皇
践
鮓

十
一
月
一
日
伊
尹
莞

同
二
十
七
日
兼
通
関
白
内
大
臣

十
月
十
一
日
頼
忠
関
白

十
一
月
八
日
兼
通
莞

八
月
二
十
七
日
花
山
天
皇
践
鮓
・

懐
仁
親
王
立
太
子

六
月
二
十
三
日
花
山
天
皇
出
家
。

一
条
天
皇
践
鮓

七
月
十
六
日
居
貞
親
王
立
太
子

一
月
五
日
一
条
天
皇
元
服



（
｜
）
法
興
院
・
法
興
院
御
八
講

正
暦
元
年
〈
九
九
○
〉
五
月
八
日
、
兼
家
は
関
白
を
返
上
し
出
家
。
十
日
、

別
邸
東
二
条
院
を
改
め
て
法
興
院
と
し
篭
同
年
七
月
に
兼
家
は
莞
ず
る
が
、

法
興
院
は
道
隆
・
道
長
に
よ
っ
て
護
持
さ
れ
て
い
き
、
摂
関
家
ゆ
か
り
の
寺

院
と
し
て
、
後
世
ま
で
重
ん
じ
ら
れ
る
。
法
興
院
が
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い

た
か
は
、
度
重
な
る
焼
亡
に
も
そ
の
つ
ど
再
建
さ
れ
、
鎌
倉
期
に
至
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
『
殿
暦
』
で
は
、
興
福
寺
な
ど
と
と
も
に
氏

寺
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
駄
渉
、
こ
の
中
に
、
師
輔
建
立
の
傍
厳
二
一
昧
院

が
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
、
『
大
鏡
』
の
藤
氏
物
語
と
の
比
較
上
注
目
す
べ
き
で

あ
麺
ま
た
、
法
興
院
御
八
講
は
、
兼
家
の
忌
日
七
月
一
百
を
結
願
と
す
る

恒
例
の
追
善
八
講
で
、
道
長
が
内
覧
と
な
っ
た
直
後
の
長
徳
元
年
〈
九
九
五
〉

に
始
ま
吃
少
な
く
と
も
鎌
倉
後
期
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
師
』
院
政
期
、
忠
実
関
白
在
任
中
の
元
永
元
年
〈
一
二
八
〉
か
ら
保
安

二
年
〈
二
二
一
〉
の
間
の
成
立
と
見
ら
れ
る
摂
関
家
家
政
運
営
の
記
録
『
執

政
所
抄
』
に
は
、
恒
例
の
追
善
八
講
と
し
て
、
法
興
院
の
ほ
か
に
法
性
寺
・

東
北
院
・
法
成
寺
・
慈
徳
寺
の
四
寺
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
法
性
寺
が
忠
平
、

東
北
院
が
上
東
門
院
彰
子
、
法
成
寺
が
道
長
、
慈
徳
寺
が
東
三
条
院
詮
子
と

い
う
摂
関
家
の
中
で
も
特
に
重
要
な
人
物
の
追
善
供
養
で
あ
る
こ
と
か
ら
推

し
て
、
兼
家
の
位
置
付
け
も
明
ら
か
で
あ
る
。

に
摂
関
家
に
お
い
て
兼
家
の
占
め
る
位
置
は
、
次
に
示
す
事
例
に
よ
っ
て
検

証
で
き
る
。

（
二
）
摂
関
家
の
先
例

先
例
の
重
視
は
、
平
安
中
期
以
降
の
貴
族
社
会
に
顕
著
な
傾
向
だ
が
、
摂

関
家
の
場
合
、
道
長
・
頼
通
と
並
ん
で
兼
家
が
嘉
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
『
中
右
記
』
『
殿
暦
』
か
ら
、
い
く
つ
か
掲
げ
る
。

①
忠
実
任
左
大
将
着
座

「
五
月
己
亥
着
座
例
、
是
大
入
道
殿
例
者
」

（
永
長
元
年
〈
一
○
九
六
〉
五
月
十
日
）

②
忠
実
叙
従
一
位

「
又
摂
政
不
任
太
政
大
臣
之
先
叙
従
一
位
事
、
是
近
代
吉
例
也
、
貞
信

公
、
清
慎
公
、
大
入
道
殿
、
御
堂
、
宇
治
殿
、
前
二
条
関
白
大
殿
例

也
」

（
天
永
三
年
〈
一
二
二
〉
三
月
十
四
日
）

③
忠
実
辞
右
大
臣
上
表

「
凡
執
柄
人
近
代
未
任
太
政
大
臣
以
前
、
先
被
辞
大
臣
也
、
（
中
略
）

予
密
申
云
、
昔
例
近
代
必
不
用
也
、
大
入
道
殿
、
御
堂
、
宇
治
殿
、

大
殿
御
時
例
、
尤
可
令
用
給
也
」

（
同
十
一
月
十
八
日
、
以
上
『
中
右
記
』
）

④
忠
実
辞
摂
政
上
表

「
是
貞
信
公
・
大
入
道
殿
摂
政
之
間
上
表
之
時
、
経
数
日
返
給
之
例
也
」

（
天
永
元
年
〈
一
二
○
〉
八
月
八
日
）

⑤
忠
実
任
太
政
大
臣
節
会

「
此
間
頭
弁
云
、
宣
命
趣
何
様
可
候
哉
、
余
云
、
大
入
道
殿
・
御
堂
・

宇
治
殿
・
故
殿
等
例
家
吉
例
、
可
依
此
也
」

（
天
永
三
年
十
二
月
十
四
日
、
以
上
『
殿
暦
』
）

一
一
一



後
期
摂
関
時
代
～
院
政
期
の
兼
家
に
対
す
る
認
識
、
評
価
に
つ
い
て
は
以

上
の
通
り
だ
が
、
『
大
鏡
』
の
兼
家
像
お
よ
び
そ
の
評
価
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。
兼
家
伝
の
検
討
に
移
り
た
い
。

兼
家
伝
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
二
兼
家
略
歴

（
二
）
兼
家
の
逸
話

①
装
束
の
紐
を
解
い
て
参
内

「
内
裏
に
参
ら
せ
た
ま
ふ
に
は
、
さ
ら
な
り
、
牛
車
に
て
北
の
陣

『
中
外
抄
』
は
、
摂
関
家
の
先
例
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
記
事
を
伝
え
て

い
る
。
保
延
四
年
〈
二
三
八
〉
十
一
月
二
十
三
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
頼

長
の
内
大
臣
着
座
に
関
連
し
て
、
忠
実
は
、
師
輔
・
兼
家
の
右
大
臣
着
座
の

先
例
に
触
れ
た
上
で
、
「
九
条
殿
の
事
を
ば
、
家
に
は
作
法
な
ど
を
ば
規
模

と
な
す
と
い
へ
ど
も
、
前
途
な
か
り
し
人
に
て
御
坐
す
れ
ば
、
そ
の
例
を
ば

強
ち
に
用
ゐ
ざ
る
な
り
」
と
、
師
輔
の
先
例
化
棄
口
定
す
強
『
大
鏡
』
で

は
、
「
い
と
た
だ
人
に
は
お
は
し
ま
さ
」
ぬ
と
さ
れ
、
「
今
行
末
も
、
九
条
殿

（
脚
）

の
御
末
の
み
こ
そ
、
と
に
か
く
に
つ
け
て
、
拡
ご
り
栄
え
さ
せ
た
ま
は
め
」

（
師
輔
伝
）
と
最
大
級
の
賛
辞
が
呈
さ
れ
る
師
輔
だ
が
、
現
実
の
摂
関
家
で

は
、
兼
家
の
方
が
格
段
に
重
い
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
師
輔
を
道
長
の

栄
華
に
直
結
す
る
存
在
と
し
て
称
揚
す
る
『
大
譲
）
は
、
院
政
期
の
通
念
と

は
異
な
る
視
点
で
両
者
を
評
価
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

二

『
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
め
ぐ
っ
て

ま
で
入
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
そ
れ
よ
り
内
は
何
ば
か
り
の
ほ
ど
な

ら
ね
ど
、
紐
解
き
て
入
ら
せ
た
ま
ふ
こ
そ
」

②
相
撲
の
節
会
で
、
天
皇
御
前
に
汗
と
り
姿
で
伺
候

「
相
撲
の
折
、
内
裏
・
春
宮
の
お
は
し
ま
せ
ば
、
二
人
の
御
前
に
、

何
を
も
押
し
遣
り
て
、
汗
取
り
ば
か
り
に
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま

ひ
け
る
こ
そ
、
世
に
類
ひ
な
く
や
む
ご
と
な
き
こ
と
な
れ
」

③
東
三
条
殿
の
西
の
対
を
清
涼
殿
造
に
造
営

「
東
三
条
殿
の
西
の
対
を
清
涼
殿
造
り
に
、
御
し
っ
ら
ひ
よ
り
始

め
て
、
住
ま
せ
た
ま
ふ
な
ど
を
ぞ
、
余
り
な
る
事
に
人
申
す
め

り
し
」

④
夢
解
き
と
打
臥
の
巫
女

⑤
法
興
院
の
怪
異

（
三
）
子
女
に
つ
い
て

⑥
兼
家
室
時
姫
（
道
隆
・
道
兼
・
道
長
・
超
子
・
詮
子
母
）
の
夕
占

問
⑦
宮
の
宣
旨
（
母
不
詳
）

⑧
尚
侍
綏
子
（
母
藤
原
国
章
女
対
の
御
方
）
、
源
頼
定
と
の
密
通

⑨
冷
泉
院
女
御
超
子
と
そ
の
皇
子
（
三
条
院
・
為
尊
親
王
・
敦
道
親

王
）

⑩
東
三
条
院
詮
子

⑪
道
隆

⑫
道
綱
と
そ
の
母
（
藤
原
倫
寧
女
）

⑬
道
兼

一
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⑭
道
義
（
母
藤
原
忠
誇
女
）

⑮
道
長

兼
家
伝
は
、
構
成
上
も
他
の
主
流
人
物
の
伝
と
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
忠

平
以
降
の
主
流
人
物
の
伝
で
は
、
本
人
の
経
歴
の
直
後
に
子
女
の
逸
話
が
挟

ま
れ
、
そ
の
後
本
人
の
逸
話
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
兼
家
の
場

合
は
、
経
歴
か
ら
す
ぐ
に
本
人
の
逸
話
へ
と
移
り
、
さ
ら
に
は
兼
家
室
時
姫
の

逸
話
が
、
子
女
の
紹
介
を
分
断
す
る
か
た
ち
で
挿
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
兼
家

の
逸
話
と
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
人
臣
の
域
を
超
え
た
僧

上
の
沙
汰
、
傍
若
無
人
さ
を
印
象
付
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
①
②
③
）
で
あ
る
。

①
②
に
つ
い
て
は
、
『
古
事
談
』
に
も
類
話
が
あ
り
、
兼
家
の
不
遜
な
振

る
舞
い
が
貴
族
社
会
の
語
り
草
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、

『
大
鏡
』
と
『
古
事
談
』
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
違
い
が
見
ら
れ
る
。

ａ
一
条
院
幼
主
御
時
。
夏
公
事
日
。
公
卿
等
俳
個
露
台
。
披
南
殿
北
戸

帯
涼
風
。
其
時
。
大
入
道
殿
為
摂
政
。
放
格
奉
抱
主
上
。
自
披
戸
令
指

出
給
。
諸
卿
皆
敬
候
云
々
。
又
云
。
私
云
。
此
儀
ア
マ
リ
也
云
々
。

ｂ
大
入
道
殿
。
一
条
院
御
時
。
令
住
職
曹
司
給
。
参
内
之
時
。
烏
帽
放

御
椛
。
自
玄
輝
門
参
入
給
。
飛
香
舎
宮
御
方
改
着
冠
。
令
参
御
殿
給
云

々
。
如
此
令
参
給
之
時
。
実
資
大
臣
為
蔵
人
頭
之
時
。
於
門
辺
奉
逢
。

深
揖
不
居
。
入
道
殿
指
椛
令
礼
節
給
云
々
。

（
ａ
．
ｂ
と
も
王
道
后
宮
第
動
）

ａ
は
、
夏
公
事
の
日
に
兼
家
が
自
ら
の
装
束
の
桁
を
放
ち
、
外
孫
の
一
条

天
皇
を
抱
い
て
涼
風
に
当
て
た
と
い
う
話
で
、
内
容
的
に
②
と
対
応
す
る
が
、

天
皇
・
皇
太
子
の
前
で
下
着
姿
に
な
っ
た
と
す
る
『
大
鏡
』
の
方
が
、
兼
家

の
不
遜
さ
を
強
調
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ｂ
は
、
前
半
は
①
と

ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
実
資
の
登
場
す
る
後
半
が
大
き
く
異
な
る
。
兼
家
は
、

摂
政
で
あ
る
自
分
に
対
し
て
当
然
取
る
べ
き
鱒
踞
の
礼
を
取
ら
な
か
っ
た
実

資
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
察
し
て
服
装
を
正
し
、
礼
を
示
す
。
こ
の
兼
家
像

は
、
道
理
を
わ
き
ま
え
た
度
量
あ
る
人
物
の
印
象
を
与
え
る
。
『
古
事
談
』

は
、
兼
家
と
実
資
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
伝
え
る
。

Ｃ
実
資
大
臣
者
。
依
大
入
道
殿
恩
至
大
位
之
人
也
。
依
思
其
恩
彼
御
遠

忌
日
必
被
参
法
興
院
。
御
堂
仰
云
。
ア
ッ
キ
比
也
。
何
強
如
此
被
参
哉

云
々
。
右
府
云
。
ナ
ニ
カ
令
知
給
。
我
者
依
彼
御
恩
如
此
人
二
成
畢
。

為
報
其
御
恩
参
仕
也
。
不
可
令
知
給
云
々
。
（
臣
節
第
二
）

実
資
が
兼
家
の
恩
を
忘
れ
ず
、
そ
の
忌
日
に
は
必
ず
法
興
院
に
参
詣
し
た

こ
と
は
、
『
小
右
記
』
で
も
確
認
で
き
恥
沙
、
ｂ
・
Ｃ
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、

賢
人
右
府
と
称
さ
れ
た
実
資
に
も
尊
敬
の
念
を
抱
か
せ
た
兼
家
の
人
間
的
な

魅
力
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
『
大
鏡
』
は
、
実
資
と
の
い
き

さ
つ
に
は
全
く
触
れ
ず
、
た
だ
兼
家
の
非
礼
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。

①
②
以
上
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
③
で
あ
る
。
③
は
『
大

鏡
』
の
み
に
見
ら
れ
る
逸
話
だ
が
、
そ
の
信
想
性
に
は
疑
問
が
残
る
。
東
三

条
殿
は
、
永
観
二
年
〈
九
八
四
〉
一
言
十
五
日
に
焼
乾
そ
の
後
再
建
さ
れ
、

（
⑲
）

永
延
元
年
〈
九
八
七
〉
七
月
十
一
日
に
新
邸
移
徒
の
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
。

兼
家
が
摂
政
に
な
っ
た
の
は
こ
の
前
年
（
寛
和
二
年
）
で
あ
り
、
③
が
事
実

を
伝
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
西
の
対
を
清
涼
殿
風
に
造
営
し
た
の
は
こ

の
時
の
こ
と
に
な
る
。
兼
家
時
代
の
東
三
条
殿
は
資
料
が
少
な
く
、
そ
の
詳

細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
院
政
期
の
東
三
条
殿
に
つ
い
て
は
、

一
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精
密
な
復
元
考
証
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
西
の
対
は
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
廟
』
東
三
条
殿
の
敷
地
内
、
ち
ょ
う
ど
西

の
対
に
当
た
る
位
置
に
千
貫
泉
と
呼
ば
れ
る
泉
が
湧
出
し
て
い
た
た
め
で
、

太
田
静
六
氏
の
復
元
図
に
よ
れ
ば
、
西
半
部
は
泉
を
中
心
に
渡
殿
・
廊
が
組

み
合
わ
さ
れ
た
独
特
の
構
造
を
な
し
て
い
る
。
兼
家
の
時
代
か
ら
院
政
期
に

至
る
間
に
は
、
寛
弘
初
年
の
道
長
に
よ
る
修
翁
）
長
和
二
年
〈
一
○
二
一
〉

一
月
十
六
日
の
焼
酎
ぽ
ど
が
あ
り
、
東
一
二
条
殿
の
結
構
に
も
か
な
り
の
変
遷

が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
千
貫
泉
は
『
枕
草
子
』

に
も
そ
の
名
が
見
声
奄
兼
家
当
時
か
ら
同
所
に
湧
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
院
政
期
に
西
の
対
を
欠
く
の
が
泉
の
存
在
と
い
う
条
件
に
よ
る
も
の
な

ら
ば
、
兼
家
時
代
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
姥
東

三
条
殿
に
西
の
対
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
る
の
は
『
大
鏡
』
だ
け
で
あ
脱
）

③
は
、
兼
家
の
僧
上
を
強
調
す
る
た
め
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
可
能
性
を

否
定
で
き
な
い
。

①
～
③
は
、
『
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
端
的
に
示
す
逸
話
と
言
え
る
が
、
そ

れ
は
こ
と
さ
ら
に
そ
の
借
上
沙
汰
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭

か
ら
こ
の
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
畳
み
か
け
る
よ
う
に
列
挙
さ
れ
、
「
な
ぼ

た
だ
人
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
御
果
報
の
及
ば
せ
た
ま
は
ぬ
に
や
。
さ

や
う
の
御
身
持
ち
に
、
久
し
う
は
保
た
せ
た
ま
は
い
と
も
定
め
申
す
め
り
き
」

と
い
う
主
流
人
物
と
し
て
は
異
例
の
否
定
的
な
評
言
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
兼
家
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
は
決
定
的
に
な
る
。
兼
家
伝
の
構
成
が

主
流
人
物
の
伝
の
型
を
破
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
効
果
を
狙
っ
て
の
も
の
と

言
え
よ
う
。

『
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
め
ぐ
っ
て

（
麺
）

続
く
二
つ
の
逸
話
も
、
兼
家
に
好
意
的
な
も
の
と
は
言
い
難
い
が
、
構
成

・
内
容
上
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
は
時
姫
の
逸
話
⑥
で
あ
る
。

⑥
こ
の
御
母
、
い
か
に
お
ぼ
し
け
る
に
か
、
い
ま
だ
若
う
お
は
し
け

る
折
、
二
条
の
大
路
に
出
で
て
、
夕
占
問
ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
白
髪

い
み
じ
う
白
き
女
の
た
だ
ひ
と
り
行
く
が
、
立
ち
止
ま
り
て
、
「
何

わ
ざ
し
た
ま
ふ
人
ぞ
。
も
し
、
夕
占
間
ひ
た
ま
ふ
か
。
何
事
な
り
と

も
、
お
ぼ
さ
む
事
叶
ひ
て
、
こ
の
大
路
よ
り
も
広
く
、
長
く
栄
え
さ

せ
た
ま
ふ
べ
き
ぞ
」
と
、
う
ち
申
し
掛
け
て
ぞ
ま
か
り
に
け
る
。
人

に
は
あ
ら
で
、
さ
る
べ
き
物
の
示
し
奉
り
け
る
に
こ
そ
侍
り
け
め

夕
辻
占
に
出
た
若
き
日
の
時
姫
が
、
通
り
す
が
り
の
老
女
か
ら
将
来
の
繁

栄
を
予
言
さ
れ
る
こ
の
逸
話
が
、
兼
家
の
子
女
の
紹
介
を
分
断
し
て
挿
入
さ

れ
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
配
列
に
よ
っ
て
、
兼
家
の
子
孫
の
繁
栄
が
時

姫
の
子
孫
の
繁
栄
へ
と
転
化
さ
れ
て
し
ま
声
羽
こ
の
後
に
、
宮
の
一
日
一
旨
の
紹

介
（
⑦
）
を
は
さ
ん
で
、
異
腹
の
娘
で
あ
る
尚
侍
綏
子
が
、
東
宮
妃
と
い
う

地
位
に
あ
り
な
が
ら
臣
下
の
男
性
と
密
通
す
る
と
い
う
不
祥
事
（
⑧
）
が
続

く
こ
と
は
、
そ
の
感
を
ま
す
ま
す
強
め
蕊
。
『
大
鏡
』
で
は
、
当
人
の
栄
達

以
上
に
子
孫
の
繁
栄
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
転
化
の

持
つ
意
味
は
重
い
。

兼
家
伝
は
、
構
成
・
内
容
と
も
兼
家
を
忌
避
し
、
否
定
的
に
評
価
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
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以
上
の
分
析
を
通
じ
て
、
『
大
鏡
』
成
立
当
時
、
兼
家
は
摂
関
家
の
中
で

も
忠
平
・
道
長
に
匹
敵
す
る
存
在
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
一
方
、
人
臣

の
分
を
わ
き
ま
え
ぬ
傍
若
無
人
な
行
動
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ

の
中
で
『
大
鏡
』
が
、
兼
家
の
僧
上
沙
汰
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
否
定
的
に

描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
兼
家
に
こ
の
よ
う
な
背
反

す
る
評
価
が
与
え
ら
れ
る
理
由
と
『
大
鏡
』
の
意
図
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え

る
べ
き
か
。
こ
こ
で
再
び
兼
家
の
事
績
に
着
目
し
た
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
兼
家
が
政
権
を
掌
握
し
た
の
は
外
孫
一
条
天
皇
が
践

詐
し
た
寛
和
二
年
六
月
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
直
後
に
は
も
う
一
人
の
外
孫

居
貞
親
王
（
の
ち
の
三
条
天
皇
）
を
皇
太
子
と
し
て
い
る
。
天
皇
の
外
祖
父

が
摂
政
と
な
る
の
は
良
房
以
来
、
さ
ら
に
皇
太
子
の
外
祖
父
と
な
っ
た
の
は

兼
家
以
前
に
例
を
見
な
い
。
天
皇
と
摂
関
の
直
接
的
結
合
、
摂
関
・
外
戚
に

よ
る
天
皇
へ
の
後
見
に
一
段
の
深
化
が
見
ら
れ
、
摂
関
政
治
に
質
的
変
化
を

生
じ
た
の
は
十
世
紀
末
、
ま
さ
に
兼
家
の
時
代
と
さ
れ
臨
抄
、
そ
れ
を
可
能

に
し
た
の
は
兼
家
の
築
き
上
げ
た
強
固
な
外
戚
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
執
政
期
に
は
、
注
目
す
べ
き
新
儀
が
数
多
く
開
か
れ
て
い
る
。

①
吉
田
祭
の
公
祭
化

吉
田
社
お
よ
び
吉
田
祭
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
『
大
鏡
』
に
次
の
よ
う
に

見
え
る
。尚

し
近
く
と
て
、
ま
た
振
り
奉
り
て
、
「
吉
田
」
と
申
し
て
お
は
し
ま

す
め
り
。
こ
の
「
吉
田
明
神
」
は
、
山
蔭
中
納
言
の
振
り
奉
り
た
ま
へ
る

ぞ
か
し
。
御
祭
の
日
、
四
月
下
の
子
、
十
一
月
下
の
申
の
日
と
を
定
め
て
、

②
摂
関
賀
茂
詣
の
公
卿
屋
従

摂
関
賀
茂
詣
は
、
天
禄
二
年
〈
九
七
一
〉
九
月
二
十
六
日
の
摂
政
伊
尹
参

詣
を
初
例
と
し
、
そ
の
後
段
階
的
な
整
備
を
経
て
、
頼
通
の
時
代
に
毎
年
四

月
の
中
申
日
、
す
な
わ
ち
賀
茂
祭
の
前
日
を
式
日
と
す
る
摂
関
家
の
行
事
と

し
て
確
立
さ
れ
る
。
『
江
談
抄
』
は
、
こ
の
摂
関
賀
茂
詣
に
つ
い
て
長
文
の

記
事
を
載
せ
、
供
奉
す
る
人
員
の
変
遷
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
が
、
そ
の

中
に
次
の
一
節
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
上
達
部
の
騎
馬
の
前
駈
は
、
大
入
道
殿
の
御
時
に
始
ま
る
な
り
。

小
一
条
大
将
は
内
議
を
知
ら
ず
、
御
出
立
の
所
に
参
会
せ
ら
る
。
に
は
か

に
雇
従
す
べ
き
儀
有
り
て
馬
を
借
ら
る
。
こ
れ
謀
ら
る
る
な
り
。
腹
立
す

と
い
へ
ど
も
、
な
ま
じ
ひ
に
供
奉
せ
ら
る
と
一
葦
。
（
第
一
ノ
ー
髭

兼
家
の
賀
茂
詣
に
公
卿
が
騎
馬
で
雇
従
し
た
こ
と
は
、
『
小
右
記
』
永
延

元
年
〈
九
八
七
〉
四
月
十
六
日
条
お
よ
び
永
鮓
元
年
〈
九
八
九
〉
二
月
二
十

「
我
が
御
族
に
、
帝
・
后
の
宮
た
ち
た
ま
ふ
も
の
な
ら
ば
、
公
祭
に
な
さ

む
」
と
誓
ひ
奉
り
た
ま
へ
れ
ば
、
一
条
院
の
御
時
よ
り
、
公
祭
に
は
な
り

た
る
な
り
。

（
藤
原
氏
の
物
語
）

『
日
本
紀
略
』
寛
和
二
年
十
二
月
十
七
日
条
に
、
「
詔
以
吉
田
社
准
大
原

野
。
行
二
季
祭
。
四
月
中
申
日
。
十
一
月
中
酉
日
」
と
あ
り
、
吉
田
祭
の
公

祭
化
が
こ
の
時
定
め
ら
れ
た
。
吉
田
社
は
、
藤
原
氏
北
家
魚
名
流
の
中
納
言

山
蔭
が
勧
請
し
た
社
で
、
兼
家
の
妻
時
姫
が
山
蔭
の
孫
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

一
条
天
皇
の
即
位
と
と
も
に
外
戚
ゆ
か
り
の
社
と
し
て
そ
の
祭
が
公
祭
化
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

一
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③
春
日
行
幸

永
詐
元
年
三
月
二
十
二
日
、
一
条
天
皇
は
母
后
藤
原
詮
子
と
同
輿
し
内
裏

を
出
立
、
春
日
社
に
参
詣
し
、
翌
二
十
三
日
帰
京
し
た
。
の
ち
後
一
条
天
皇

に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
、
御
代
替
り
に
伴
う
恒
例
行
事
と
な
る
春
日
行
幸
の
初

例
で
あ
る
。
一
条
天
皇
の
春
日
行
幸
は
、
兼
家
の
懇
望
に
よ
る
も
の
で
、
こ

の
年
の
二
月
五
日
、
円
融
法
皇
に
三
月
二
十
三
日
の
実
施
を
奏
上
し
、
聴
許

を
得
て
い
臨
炉
、
異
例
の
こ
と
と
し
て
反
対
す
る
向
き
も
あ
り
、
実
現
ま
で

に
は
粁
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
月
十
三
日
に
陰
陽
寮
か
ら
不
快

の
勘
文
が
進
め
ら
れ
、
延
引
の
こ
と
が
図
ら
れ
隣
渉
、
十
八
日
に
は
舞
人
定

が
行
わ
れ
て
お
賑
）
実
施
に
向
け
て
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

三
月
士
一
百
に
な
っ
て
、
急
連
行
幸
停
止
の
宣
旨
が
下
さ
れ
蔵
』
天
皇
物
忌

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
幸
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
兼
家
の
姿
勢
に
不
快
の
念

を
持
っ
た
円
融
法
皇
が
、
夢
想
を
理
由
に
停
止
を
命
じ
た
た
晦
腔
が
、
十
九

日
、
皇
太
后
詮
子
に
北
野
天
満
天
神
か
ら
行
幸
す
べ
し
の
託
宣
が
下
る
と
い

う
事
態
が
出
来
吟
）
こ
の
問
題
に
決
着
が
付
い
た
。
兼
家
の
春
日
行
幸
に
か

け
る
執
念
を
窺
わ
せ
る
経
過
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
実
現
に
漕
ぎ
着
け
た
喜
び

は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
供
奉
の
実
資
に
「
心
中
欣
悦
不
少
、
又
往
代

有
如
此
之
事
乎
、
帝
后
相
率
参
賀
茂
社
、
猶
可
謂
大
幸
、
汝
向
後
有
如
之
事

可
参
賀
乎
如
伽
」
と
そ
の
感
慨
を
漏
ら
し
て
い
る
。
兼
家
得
意
の
絶
頂
を
示

す
一
幕
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
新
儀
は
、
摂
関
家
権
威
の
確
立
過
程
を
考
え
る
時
、
大
き

（
狐
）

八
日
条
に
見
え
、
『
江
談
抄
』
の
記
事
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
め
ぐ
っ
て

な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
賀
茂
詣
に
お
け
る
公
卿
雇
従
に
つ
い
て
言
え
ば
、

諸
役
の
中
で
も
巨
従
役
は
身
を
も
っ
て
の
奉
仕
が
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
る
た

め
に
従
属
を
示
す
色
彩
が
濃
い
と
さ
れ
弥
廿
、
摂
関
の
賀
茂
詣
に
公
卿
が
騎

馬
で
前
駆
を
務
め
る
こ
と
は
、
摂
関
の
地
位
が
他
の
一
般
公
卿
と
は
異
な
る

こ
と
を
可
視
化
す
る
も
伽
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
春
日
行
幸
の
行
列
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一

条
天
皇
春
日
行
幸
の
往
路
、
七
条
辺
か
ら
乗
車
し
た
右
大
臣
為
光
は
、
乗
馬

で
雇
従
す
べ
し
と
い
う
夢
告
を
受
け
急
速
騎
馬
で
伺
候
し
た
が
、
こ
の
間
兼

家
は
唐
車
に
乗
車
し
て
い
と
知
）
供
奉
の
筆
頭
公
卿
で
大
臣
の
地
位
に
あ
る
為

光
に
し
て
、
摂
政
と
の
間
に
画
然
た
る
一
線
が
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。
春
日

行
幸
の
目
的
は
、
天
皇
を
藤
原
氏
の
氏
社
に
参
詣
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

外
戚
で
あ
る
藤
原
氏
摂
関
の
重
き
を
内
外
に
宣
伝
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ

れ
称
抄
、
大
村
拓
生
氏
は
そ
の
定
着
化
の
本
質
を
、
摂
関
政
治
の
進
展
に
伴

っ
て
他
の
公
卿
か
ら
隔
絶
し
天
皇
に
も
並
ぼ
う
と
す
る
摂
関
の
地
位
の
視
覚

的
表
現
に
見
弥
』
兼
家
は
無
官
の
摂
政
の
例
穿
一
拓
き
、
摂
関
に
大
臣
の
地
位

に
優
越
す
る
最
高
の
権
威
を
付
す
こ
と
に
成
功
し
蔵
抄
、
摂
関
賀
茂
詣
の
公

卿
雇
従
及
び
春
日
行
幸
の
行
列
は
、
こ
れ
を
儀
礼
の
中
で
可
視
化
す
る
こ
と

を
目
的
に
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

吉
田
祭
の
公
祭
化
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。
藤
原
氏
北
家

で
も
傍
流
に
す
ぎ
な
い
山
蔭
一
族
の
私
祭
の
社
で
あ
っ
た
吉
田
社
が
、
こ
の

よ
う
な
待
遇
を
受
け
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
兼
家
一
門
へ
の
権
力
集
中
と
、

そ
れ
を
公
的
祭
祀
を
通
じ
て
制
度
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
存
在
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
藤
原
氏
の
氏
社
と
し
て
は
、
す
で
に
春
日
・
大
原
野
の
二

一
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社
が
十
六
社
に
列
せ
ら
れ
、
公
的
祭
祀
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
こ
に
吉
田
社
を
加
え
る
こ
と
は
、
藤
原
氏
の
中
で
も
兼
家
の
一
門
の
み
が

特
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
乱
恥
）

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
兼
家
の
開
い
た
新
儀
は
、
天
皇
と
対
崎
し
さ
ら

に
は
凌
駕
し
よ
う
と
さ
え
す
る
摂
関
家
の
権
磁
ぞ
公
的
祭
祀
や
儀
礼
の
中

に
制
度
化
し
顕
在
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
兼
家
が
摂
関
家
の
中
で
も
特

に
重
視
さ
れ
る
理
由
は
、
こ
の
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
春
日
行
幸

に
見
る
強
引
で
性
急
な
手
法
が
、
一
部
の
反
感
を
買
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
叩
↑

そ
の
反
感
の
記
憶
と
、
現
実
に
天
皇
を
も
凌
ご
う
と
し
た
権
勢
の
あ
り
よ
う

が
、
兼
家
の
僧
上
を
伝
え
る
逸
話
の
生
成
と
流
布
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

摂
関
家
権
威
確
立
の
た
め
に
、
兼
家
が
先
鞭
を
つ
け
た
方
策
は
、
道
長
へ

と
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
の
ち
吉
田
社
は
、
道
長
の
手
厚
い
庇
護
の
も

と
、
摂
関
家
の
氏
社
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
二
十
一
社
に
列
せ
ら
れ
、

春
日
行
幸
も
、
後
一
条
天
皇
の
即
位
と
と
も
に
定
式
化
さ
れ
る
。
道
長
は
、

兼
家
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
路
線
を
よ
り
明
確
な
意
識
を
も
っ
て
推
し
進
め
、

摂
関
家
を
頂
点
と
す
る
貴
族
社
会
の
再
編
成
を
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

『
大
鏡
』
は
春
日
行
幸
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

春
日
行
幸
、
先
の
一
条
院
の
御
時
よ
り
始
ま
れ
る
ぞ
か
し
な
。
そ
れ
に

ま
た
、
当
代
幼
く
お
は
し
ま
せ
ど
も
、
必
ず
あ
る
べ
き
事
に
て
、
始
ま
り

た
る
例
に
な
り
に
た
れ
ば
、
大
宮
御
輿
に
添
ひ
申
さ
せ
た
ま
ひ
て
お
は
し

ま
す
。
め
で
た
し
な
ど
い
ふ
も
世
の
常
な
り
・
す
べ
ら
ぎ
の
御
祖
父
に
て
、

打
添
ひ
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
る
殿
の
御
有
様
・
御
か
た
ち
な
ど
、
少
し

世
の
常
に
も
お
は
し
ま
さ
ま
し
か
ば
、
飽
か
ぬ
事
に
や
。
そ
こ
ら
集
ま
り

た
る
田
舎
世
界
の
民
百
姓
、
こ
れ
こ
そ
は
、
確
か
に
見
奉
り
け
め
。
た
だ

「
転
輪
聖
王
な
ど
は
斯
く
や
」
と
、
光
る
や
う
に
お
は
し
ま
す
に
、
仏
見

奉
り
た
ら
む
や
う
に
、
額
に
手
を
当
て
て
拝
み
惑
ふ
さ
ま
、
こ
と
わ
り
な

り
。
（
中
略
）
今
日
か
か
る
事
ど
も
の
栄
あ
る
べ
き
に
て
、
先
の
一
条
院

の
御
時
に
も
、
大
入
道
殿
、
行
幸
申
し
行
は
せ
た
ま
ひ
け
る
に
や
と
こ
そ
、

心
得
ら
れ
侍
れ
な
。
（
道
長
伝
）

後
一
条
天
皇
の
春
日
行
幸
は
、
治
安
元
年
〈
一
○
二
一
〉
十
月
十
四
日
の

こ
と
で
、
太
皇
太
后
彰
子
が
同
輿
、
関
白
頼
通
・
内
大
臣
教
通
以
下
ほ
と
ん

ど
の
公
卿
が
供
奉
し
た
が
、
す
で
に
出
家
入
道
の
身
で
あ
っ
た
道
長
は
、
朱

雀
院
近
辺
で
行
列
を
見
物
し
、
そ
の
ま
ま
京
に
残
っ
た
。
道
長
が
行
幸
に
同

行
し
た
と
す
る
『
大
鏡
』
は
、
明
ら
か
に
事
実
に
反
し
て
い
臨
沙
、
そ
こ
に

あ
る
意
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
述
し
た
と
お
り
、
春
日
行
幸
は
兼
家
の
悲
願
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
「
兼

家
の
行
誇
」
と
も
言
っ
ぺ
き
一
代
の
盛
儀
だ
っ
た
。
史
実
に
則
る
な
ら
ば
、

こ
の
場
面
は
、
兼
家
の
逸
話
と
し
て
描
か
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か

し
、
『
大
鏡
』
は
史
実
を
歪
曲
し
て
ま
で
、
兼
家
の
盛
儀
を
道
長
の
も
の
と

し
て
描
こ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
中
で
道
長
は
、
転
輪
聖
王
に
ま
で
擬

せ
ら
れ
て
い
電

『
大
鏡
』
で
、
本
来
兼
家
の
盛
儀
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
道

長
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
の
は
、
春
日
行
幸
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
頼
忠
伝

の
結
び
に
置
か
れ
た
公
任
の
三
船
誼
は
、
王
朝
の
代
表
的
文
化
人
藤
原
公
任

の
多
芸
多
才
を
語
る
も
の
と
し
て
名
高
い
が
、
『
大
鏡
』
で
道
長
の
大
堰
川

一
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『
大
鏡
』
は
、
道
長
の
栄
華
を
他
に
超
絶
す
る
も
の
と
し
て
描
き
、
そ
の

時
代
を
聖
代
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
。
語
り
の
現
在
が
、
万
寿
二
年

五
月
と
い
う
道
長
家
の
栄
華
に
一
点
の
筆
り
も
見
え
な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
時
点

に
設
定
さ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
『
大
鏡
』
が
道
長
の
時
代
を
聖
代

と
し
て
描
く
の
は
、
成
立
の
現
在
で
の
貴
族
社
会
の
秩
序
を
創
出
し
た
の
が

道
長
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
噸
』
そ
し
て
、
そ
の

基
盤
と
な
っ
た
の
は
、
兼
家
の
築
い
た
権
勢
と
そ
の
施
策
だ
っ
た
。

遊
宴
で
の
出
来
事
と
さ
れ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
実
は
寛
和
二
年
十
月
十

三
日
の
円
融
法
皇
御
幸
の
際
の
こ
と
で
、
そ
の
実
質
的
な
主
催
者
は
時
の
摂

政
兼
家
だ
っ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
称
』
二
一
船
謨
が
、
道
長
の
大
堰
川
遊

宴
で
の
出
来
事
と
し
て
造
型
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
以
前
に
も
論
じ
趣
Ｆ
『
大
鏡
』
昔
物
語
に
も
詳
述
さ
れ
る
醍
醐
天
皇
の

大
堰
川
行
幸
は
、
聖
代
を
象
徴
す
る
勝
事
と
し
て
長
く
記
憶
さ
れ
、
白
河
朝

に
も
再
現
さ
れ
弥
』
二
一
船
謹
の
舞
台
を
道
長
主
催
の
大
堰
川
遊
宴
と
す
る
こ

と
は
、
道
長
の
時
代
を
聖
代
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
春
日
行
幸
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
本
来
主
役
た

る
べ
き
兼
家
は
葬
り
去
ら
れ
て
い
る
。
道
長
の
栄
華
は
、
兼
家
を
排
除
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
『
大
鏡
』
の
中
で
完
全
無
欠
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の

で
あ
る
。
『
大
鏡
』
の
兼
家
忌
避
の
理
由
を
、
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

、
よ
シ
つ
０

お
わ
り
に

『
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
め
ぐ
っ
て

兼
家
の
存
在
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
道
長
の
栄
華
と
功
績
を
相
対

化
す
る
こ
と
に
通
じ
る
。
道
長
絶
対
主
義
を
と
る
『
大
鏡
』
に
と
っ
て
、
そ

れ
は
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
大
鏡
』
に
と
っ
て
好
都
合
だ
っ
た

の
は
、
兼
家
が
そ
の
強
引
な
手
法
ゆ
え
に
殼
誉
褒
艇
の
多
い
人
物
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
兼
家
の
負
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼
家
・
道

長
の
施
策
に
対
し
て
生
じ
た
批
判
を
そ
こ
に
集
約
さ
せ
、
道
長
に
は
賛
辞
の

み
を
与
え
る
、
い
わ
ば
道
長
称
揚
の
た
め
の
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
し
て
の
姿

を
、
『
大
鏡
』
の
兼
家
像
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

杢
汪（

１
）
西
比
呂
子
氏
「
『
大
鏡
』
大
臣
列
伝
の
物
語
構
造
」
（
「
名
古
屋
大
学
国

語
国
文
学
」
第
六
一
号
、
一
九
八
六
年
一
二
月
）

（
２
）
松
本
治
久
氏
「
大
鏡
の
構
成
（
二
）
大
臣
の
物
語
」
言
大
鏡
の
構
成
』

桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
）
、
福
長
進
氏
「
系
譜
と
逸
話
ｌ
『
大
鏡
』
の
歴

史
記
述
Ｉ
」
（
「
文
学
」
第
五
五
号
、
一
九
八
七
年
一
○
月
）

（
３
）
塚
原
鉄
雄
氏
「
大
鏡
構
成
と
怪
異
現
象
」
（
「
大
阪
市
立
大
学
人
文
研
究

（
国
語
・
国
文
学
）
」
、
一
九
八
四
年
一
二
月
。
の
ち
日
本
文
学
研
究
大
成

『
大
鏡
・
栄
花
物
語
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
二
月
に
転
載
）

（
４
）
稲
垣
智
花
氏
弓
大
鏡
』
に
お
け
る
北
家
の
位
相
ｌ
疎
外
さ
れ
る
兼
家

ｌ
」
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会
編
『
源
氏
物
語
と
平
安
文

学
』
第
三
集
、
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
五
月
）

（
５
）
『
公
卿
補
任
』
、
『
日
本
紀
略
』
等
に
よ
る
。

（
６
）
兼
家
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
山
中
裕
氏
「
藤
原
兼
家
」
（
『
平
安
人
物
志
』

一

九



東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
二
月
）
に
詳
し
い
。

（
７
）
吉
川
真
司
氏
「
摂
関
政
治
の
転
成
」
（
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
九
八
年
二
月
）

（
８
）
「
入
道
太
政
大
臣
以
二
条
京
極
第
永
為
仏
寺
。
号
積
善
寺
」
（
『
日
本
紀

略
』
同
日
条
）
。
な
お
、
『
紀
略
』
は
寺
名
を
積
善
寺
と
す
る
が
、
『
小
右

記
』
『
栄
花
物
語
』
『
一
代
要
記
』
等
に
あ
る
と
お
り
法
興
院
が
正
し
い
。

（
９
）
「
今
日
威
徳
殿
上
、
（
中
略
）
仰
可
行
調
経
之
由
、
（
中
略
）
寺
興
福
寺

・
極
楽
寺
・
法
性
寺
・
法
興
院
・
法
成
寺
・
平
等
院
、
〈
氏
寺
等
〉
」
（
康

和
五
年
十
二
月
九
日
）
。

（
、
）
藤
氏
物
語
で
、
藤
原
氏
歴
代
の
造
寺
と
し
て
由
来
が
語
ら
れ
る
の
は
、

多
武
峰
（
鎌
足
）
、
山
階
寺
（
興
福
寺
・
不
比
等
）
、
極
楽
寺
（
基
経
）
、

法
性
寺
（
忠
平
）
、
梧
厳
院
（
師
輔
）
、
浄
妙
寺
・
法
成
寺
（
道
長
）
。
こ

こ
に
法
興
院
の
名
が
上
が
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
藤
氏
物
語
に
お
い
て

も
、
兼
家
は
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
Ⅱ
）
「
法
興
院
御
八
講
其
始
日
参
入
」
（
『
御
堂
御
記
抄
』
長
徳
元
年
六
月
二

十
七
日
条
）
。

（
ｕ
）
『
続
史
愚
抄
』
弘
安
六
年
六
月
二
十
八
日
条
。

（
Ｂ
）
『
中
外
抄
』
上
二
三
。
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
叫
）
以
下
、
『
大
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
る
。

（
巧
）
福
長
氏
注
２
論
文

（
脆
）
以
下
、
『
古
事
談
』
本
文
の
引
用
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
よ
る
。

（
Ⅳ
）
「
今
日
法
興
院
八
講
始
、
触
穣
之
上
、
依
大
嘗
会
行
事
所
不
参
入
、
年

来
八
講
始
終
等
日
、
無
殊
故
障
之
時
、
必
参
詣
耳
」
（
長
和
元
年
六
月
二

十
八
日
）
、
「
於
下
僕
者
依
不
忘
旧
恩
毎
属
此
日
不
關
参
会
、
昇
丞
相
必
不

可
参
、
然
而
報
恩
謝
心
何
在
下
臘
之
時
、
計
之
感
此
者
禅
閣
合
応
耳
」
（
治

安
三
年
七
月
三
日
）
。
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
七
月
二
日
条
に
も
、
「
参

法
興
院
八
講
結
願
、
右
大
将
毎
年
必
参
」
と
あ
る
。

（
肥
）
「
午
剋
。
右
大
臣
家
東
三
条
院
焼
亡
」
（
『
日
本
紀
略
』
同
日
条
）
。

（
⑲
）
「
摂
政
始
移
徒
新
造
東
三
条
第
。
〈
焼
亡
之
後
造
之
〉
。
有
饗
三
日
宴
管

弦
之
事
」
（
『
日
本
紀
略
』
同
日
条
）

（
犯
）
太
田
静
六
氏
『
寝
殿
造
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
二
月
）

第
四
章
第
二
節
「
平
安
末
期
に
お
け
る
東
三
条
殿
の
研
究
」

（
訓
）
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
〈
一
○
○
四
〉
正
月
十
七
日
条
に
「
渡
東

三
条
、
見
造
作
」
と
あ
り
、
以
後
同
年
正
月
二
十
八
日
、
四
月
四
日
、
六

月
二
十
五
日
、
十
二
月
五
日
・
二
十
五
日
、
二
年
正
月
十
三
日
・
二
十
八

日
と
東
三
条
殿
に
足
を
運
ん
で
い
る
。
寛
弘
二
年
二
月
四
日
に
は
邸
内
の

清
掃
が
行
わ
れ
、
十
日
に
新
宅
の
作
法
が
行
わ
れ
た
・
太
田
氏
に
よ
れ
ば
、

道
長
の
修
築
後
の
東
三
条
殿
に
は
西
の
対
が
存
在
せ
ず
、
院
政
期
と
ほ
ぼ

同
じ
構
造
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
『
古
事
談
』
亭
宅
諸
道
第
六
に
、

道
長
の
東
三
条
殿
造
営
を
奉
行
し
た
藤
原
有
国
が
、
「
西
ノ
千
頁
之
泉
透

廊
」
に
一
間
ほ
ど
上
長
押
を
打
た
ず
に
お
い
た
た
め
に
、
立
后
し
参
内
す

る
彰
子
の
乗
っ
た
輿
が
安
々
と
廊
を
通
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

逸
話
が
見
え
る
。
し
か
し
、
彰
子
の
立
后
は
、
道
長
の
東
三
条
殿
造
営
に

先
立
つ
長
保
二
年
〈
一
○
○
○
〉
で
、
立
后
の
儀
が
行
わ
れ
た
の
は
土
御

門
殿
で
あ
っ
た
。
有
国
が
、
平
惟
仲
と
並
ん
で
、
兼
家
の
「
左
右
の
眼
」

と
称
さ
れ
た
側
近
中
の
側
近
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

一
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は
兼
家
時
代
の
も
の
と
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
村
井
康
彦
氏
に
も
同
様

の
指
摘
が
あ
る
（
『
平
安
貴
族
の
世
界
』
徳
間
書
店
、
一
九
六
八
年
六
月
）
。

（
刀
）
「
寅
時
計
読
経
僧
示
云
、
未
申
方
有
火
云
、
驚
見
之
、
東
三
条
方
也
、

（
中
略
）
此
間
三
分
二
許
焼
」
（
『
御
堂
関
白
記
』
同
日
条
）
。

（
お
）
『
枕
草
子
』
「
井
は
」
。
な
お
、
千
貫
井
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
朴
氏
『
枕

草
子
解
環
（
三
）
』
（
同
朋
舎
、
一
九
八
二
年
十
一
月
）
五
○
○
頁
以
下
に

詳
し
い
。

（
羽
）
千
頁
泉
と
東
三
条
殿
の
立
地
に
つ
い
て
、
森
蕊
氏
は
「
泉
の
涌
出
す
る

場
所
は
、
ち
ょ
う
ど
木
立
の
あ
る
築
山
の
麓
に
当
た
る
の
も
注
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
築
山
は
人
工
の
も
の
で
な
く
勿
論
自
然
の
丘
陵
で
あ

る
。
そ
れ
は
地
つ
づ
き
の
神
泉
苑
の
そ
れ
ら
と
同
様
、
平
安
莫
都
以
前
か

ら
あ
っ
た
自
然
の
林
丘
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
（
「
平
安
京
内
に
於
け
る
寝
殿

造
系
庭
園
と
涌
泉
」
『
寝
殿
造
系
庭
園
の
立
地
的
考
察
』
奈
良
国
立
文
化

財
研
究
所
、
一
九
六
二
年
五
月
）
と
す
る
。
泉
に
加
え
て
、
自
然
の
丘
陵

が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
西
の
対
の
存
在
は
さ
ら
に
考
え
に
く
く
な
る
。

（
お
）
太
田
氏
は
、
注
加
前
掲
書
第
三
章
第
十
節
「
平
安
盛
期
に
お
け
る
東
三

条
殿
」
に
お
い
て
、
道
長
造
替
以
前
の
東
三
条
殿
に
西
の
対
が
存
在
し
た

事
を
示
す
資
料
と
し
て
、
『
権
記
』
長
保
二
年
正
月
九
日
条
を
掲
げ
る
（
「
今

暁
東
三
条
院
西
対
有
放
火
事
、
挙
任
朝
臣
見
付
撲
滅
云
々
、
〈
千
時
御
土

御
門
〉
」
）
。
し
か
し
、
こ
こ
の
「
東
三
条
院
」
は
東
三
条
殿
で
は
な
く
、

東
三
条
院
詮
子
の
そ
の
時
点
で
の
居
所
を
意
味
し
、
そ
れ
は
割
注
に
も
あ

る
と
お
り
道
長
の
土
御
門
殿
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
放
火
さ
れ

た
の
は
土
御
門
殿
の
西
の
対
で
あ
り
、
こ
の
条
は
兼
家
以
来
の
東
三
条
殿

「
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
め
ぐ
っ
て

に
西
の
対
が
存
在
し
た
こ
と
の
傍
証
た
り
得
な
い
。

（
妬
）
④
の
夢
解
の
逸
話
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い
か
に
優
れ
た
能
力
を
持
つ

と
は
い
え
、
巫
女
風
情
を
相
手
に
正
装
し
、
膝
枕
を
さ
せ
て
託
宣
を
聞
く

と
い
う
の
は
、
常
軌
を
逸
し
た
行
動
と
し
て
非
難
さ
れ
か
ね
な
い
姿
で
あ

る
。
ま
た
、
⑤
に
つ
い
て
、
塚
原
氏
注
３
論
文
は
、
怪
異
現
象
を
黙
殺
し

自
己
の
意
志
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
兼
家
像
に
、
そ
れ
ま
で
の
藤
氏
主
流

大
臣
の
怪
異
体
験
と
は
一
線
を
画
す
る
超
人
的
な
資
質
の
描
出
を
見
て
い

る
が
、
一
方
で
、
兼
家
の
言
行
に
『
大
鏡
』
が
否
定
的
な
批
評
を
加
え
て

い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
刀
）
師
輔
伝
で
も
、
安
子
と
三
人
の
摂
関
を
生
ん
だ
藤
原
経
邦
女
盛
子
が
紹

介
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
子
孫
の
繁
栄
は
「
九
条
殿
の
御
幸
ひ
」
で
あ

り
、
盛
子
に
つ
い
て
は
末
尾
に
「
世
の
人
『
女
子
』
と
い
ふ
事
は
、
こ
の

御
事
に
や
」
と
、
い
わ
ば
玉
の
輿
に
乗
っ
た
幸
運
が
添
え
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。

（
羽
）
⑭
に
お
い
て
、
「
世
の
痴
れ
者
」
と
評
さ
れ
た
四
男
道
義
が
、
「
外
腹
」

で
あ
る
と
強
調
さ
れ
る
の
も
、
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
汐
）
吉
川
氏
注
７
論
文
。

（
知
）
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
訓
）
「
摂
政
被
参
賀
茂
、
公
卿
及
三
位
合
十
人
福
候
、
但
左
大
将
一
人
候
御

車
後
云
々
、
自
余
皆
騎
馬
云
々
」
（
永
延
元
年
四
月
十
六
日
）
、
「
摂
政
参

賀
茂
、
（
中
略
）
内
大
臣
及
他
公
卿
皆
騎
馬
、
（
中
略
）
馳
御
馬
、
此
間
主

人
乗
車
、
左
大
将
同
車
、
他
公
卿
立
車
下
、
内
大
臣
同
立
見
、
頗
無
威
儀
」

（
永
詐
元
年
二
月
二
十
八
日
）
。

一
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（
兎
）
『
小
右
記
』
同
日
条
。

（
お
）
『
小
右
記
』
同
日
条
。

（
弧
）
『
小
右
記
』
同
日
条
。

（
お
）
『
小
右
記
』
三
月
十
四
日
条
。

（
光
）
『
小
右
記
』
三
月
十
二
日
条
。

（
詞
）
『
小
右
記
』
同
日
条
。

（
犯
）
『
小
右
記
』
三
月
二
十
三
日
条
。

（
頚
）
佐
藤
泰
弘
氏
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
家
・
社
会
編
成
の
転
回
」
（
「
日

本
史
研
究
」
三
九
二
号
、
一
九
九
五
年
四
月
）

（
㈹
）
末
松
剛
氏
「
『
江
談
抄
』
に
み
え
る
摂
関
賀
茂
詣
に
つ
い
て
」
（
「
古
代

文
化
」
五
○
’
二
、
一
九
九
八
年
二
月
）

（
瓠
）
『
小
右
記
』
永
鮓
元
年
三
月
二
十
三
日
条
。

（
ね
）
山
本
信
吉
氏
「
永
鮓
元
年
二
月
藤
原
兼
家
奏
上
に
つ
い
て
」
（
「
国
史
学
」

第
三
○
・
二
一
合
併
号
、
一
九
八
○
年
三
月
）

（
躯
）
大
村
拓
生
氏
「
中
世
前
期
の
行
幸
ｌ
神
社
行
幸
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
年
報

中
世
史
研
究
」
第
一
九
号
、
一
九
九
四
年
）

（
“
）
橋
本
義
彦
氏
「
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
」
（
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
、
一

九
八
六
年
八
月
）

（
妬
）
吉
田
祭
公
祭
化
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
岡
田
荘
司
氏
「
二
十
二
社
の
成

立
と
公
祭
制
」
（
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

九
九
四
年
一
月
）
参
照
。
な
お
、
一
条
朝
で
は
、
吉
田
祭
の
公
祭
化
に
先

立
っ
て
梅
宮
祭
が
公
祭
に
再
興
さ
れ
て
い
る
。
橘
氏
の
氏
神
祭
で
あ
る
梅

宮
祭
が
公
祭
に
復
活
し
た
の
は
、
一
条
天
皇
の
外
祖
母
時
姫
の
母
方
が
橘

氏
に
当
た
る
た
め
で
あ
っ
た
。
公
祭
復
帰
と
同
時
に
、
兼
家
嫡
男
道
隆
が

橘
氏
の
氏
長
者
の
代
行
で
あ
る
是
定
と
な
り
、
以
後
摂
関
家
が
是
定
の
地

位
を
掌
握
し
て
い
く
。
岡
田
氏
は
、
梅
宮
祭
が
摂
関
家
の
氏
神
祭
的
性
格

を
持
つ
と
し
、
そ
の
公
祭
化
を
吉
田
祭
と
並
ん
で
摂
関
家
へ
の
権
力
集
中

に
基
づ
く
公
祭
制
の
確
立
と
評
価
し
て
い
る
。

（
妬
）
塚
原
氏
注
３
論
文
は
、
主
流
大
臣
の
怪
異
体
験
に
は
天
皇
の
権
威
を
背

景
に
権
力
を
獲
得
し
た
藤
原
氏
の
権
威
が
、
天
皇
の
権
威
か
ら
自
立
し
、

そ
れ
に
優
る
実
質
的
権
威
を
確
保
す
る
史
的
過
程
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

し
、
王
威
に
依
ら
ず
、
自
ら
の
威
で
怪
異
を
封
殺
す
る
兼
家
に
、
大
き
な

転
機
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
『
大
鏡
』
が
摂
関
政
治
の
転
換

点
が
兼
家
の
時
代
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
幻
）
春
日
行
幸
の
強
行
に
つ
い
て
、
円
融
法
皇
が
強
い
不
快
感
を
抱
い
て
い

た
こ
と
は
、
『
小
右
記
』
永
詐
元
年
三
月
十
二
日
条
に
見
え
る
。
春
日
行

幸
を
め
ぐ
っ
て
の
法
皇
と
兼
家
の
意
見
対
立
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
注
埋

論
文
の
ほ
か
、
目
崎
徳
衛
氏
も
論
じ
て
い
る
（
「
円
融
上
皇
と
宇
多
源
氏
」

『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
二
月
）
。

（
“
）
『
小
右
記
』
治
安
元
年
十
月
十
四
日
条
。

（
⑲
）
大
村
氏
注
娼
論
文

（
釦
）
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
身
に
三
十
二
相
を
備
え
、
即
位
の
時
に
天
か

ら
得
た
輪
宝
を
捧
持
し
て
天
下
を
平
定
し
、
正
義
に
よ
っ
て
世
界
を
統
治

す
る
理
想
的
君
主
。
俗
世
間
で
の
最
高
の
王
と
さ
れ
、
こ
れ
に
準
え
ら
れ

る
こ
と
は
、
道
長
が
聖
代
の
現
出
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
。
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（
別
）
迫
徹
朗
氏
「
大
鏡
の
創
作
方
法
管
見
ｌ
公
任
三
船
の
逸
話
の
史
実
性
を

め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
三
三
号
、
一
九
六
四
年
二
月
）
、

津
本
信
博
氏
「
『
大
鏡
』
・
公
任
の
三
船
の
才
ｌ
そ
の
虚
構
性
を
探
る
ｌ
」

（
「
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
・
国
語
国
文
学
篇
」
第
三
二
号
、

一
九
八
三
年
一
二
月
）

（
鬼
）
拙
稿
「
『
大
鏡
』
列
伝
の
方
法
ｌ
公
任
三
船
讃
考
Ｉ
」
（
「
日
本
文
芸
学
」

第
二
六
号
、
一
九
八
九
年
一
二
月
）

（
兎
）
白
河
天
皇
の
大
堰
川
行
幸
は
、
『
今
鏡
』
紅
葉
の
御
狩
に
も
引
か
れ
、

橋
本
義
彦
氏
は
、
「
白
河
法
皇
」
（
『
平
安
の
宮
廷
と
貴
族
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
六
年
一
二
月
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

そ
の
親
政
の
姿
を
象
徴
す
る
の
が
、
在
位
の
あ
い
だ
の
「
希
代
の
勝

事
」
と
し
て
世
に
も
て
は
や
さ
れ
た
嵯
峨
行
幸
と
殿
上
歌
合
で
あ
る
。

前
者
は
承
保
三
年
十
月
二
十
四
日
、
群
臣
を
ひ
き
つ
れ
て
大
井
川
に
行

幸
し
、
嵯
峨
野
を
遊
猟
し
た
こ
と
を
指
す
が
、
こ
の
と
き
の
天
皇
の
御

製
、
「
大
井
川
ふ
る
き
な
が
れ
を
尋
ね
き
て
嵐
の
や
ま
の
紅
葉
を
ぞ
見

る
」
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
行
幸
は
単
な
る
遊
行
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
延
長
四
年
（
九
二
六
）
の
醍
醐

天
皇
の
大
井
川
行
幸
の
盛
儀
を
追
っ
て
、
天
皇
親
政
の
理
想
を
高
く
か

か
げ
、
白
河
朝
の
歩
む
べ
き
道
を
明
示
す
る
の
が
こ
の
行
幸
の
重
要
な

（
郷
）
『
大
鏡
』
の
作
者
が
、
道
長
を
貴
族
社
会
の
祖
と
し
て
認
識
し
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
槁
「
『
大
鏡
』
源
氏
繁
栄
の
予
言
考
」
（
「
論
究
日

本
文
学
」
第
五
五
号
、
一
九
九
一
年
二
月
）
で
も
言
及
し
た
が
、
こ
の

ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

『
大
鏡
』
の
兼
家
像
を
め
ぐ
っ
て

付
記
本
稿
は
、
日
本
文
芸
学
会
第
三
十
六
回
大
会
及
び
日
本
文
学
会
第
四
十

四
回
大
会
で
の
発
表
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
貴
重
な
御
意
見
を

賜
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
た
か
は
し
・
て
る
み
本
学
非
常
勤
講
師
）

問
題
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。
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